
場　　所 開始 終了 場　　所 開始 終了 場　　所 開始 終了

北久保公民館 9:30 10:00 仏坂公民館 9:30 9:40 三里公民館 10:15 10:45

下田公民館 10:10 10:25 坂野公民館 9:50 10:00 原公民館 10:50 11:00

大石公民館 10:35 10:50 今福木場公民館 10:10 10:25 神﨑公民館 11:10 11:25

星鹿老人憩いの家 11:00 11:15 寺上公民館 10:35 10:50 日比公民館 11:35 11:45

市場公民館 11:25 11:40 東部交流センター 11:00 11:15 阿翁公民館 13:15 13:35

御厨公民館 13:20 13:45 江迎公民館 11:25 11:50 阿翁浦公民館 13:45 14:15

前田公民館 13:55 14:10 滑栄公民館 13:30 13:40 鷹島支所前 14:30 15:00

大崎上公民館 14:20 14:35 土肥の浦バス停 13:55 14:10

小船公民館 14:45 15:00 浜ノ脇公民館 14:20 14:35 場　　所 開始 終了

川内公民館 15:10 15:20 人柱観音堂前 14:45 15:00 伊万里釜会館 9:30 10:00

西木場公民館 15:30 16:00 浅谷集落センター 10:05 10:20

場　　所 開始 終了 土谷公民館 10:25 10:40

場　　所 開始 終了 調川バス停横 9:20 9:45 原消防格納庫 10:45 11:00

中野公民館 9:30 9:50 前浜公民館 9:50 10:05 鍋串公民館 11:05 11:20

寺ノ尾中公民館 9:55 10:10 平尾公民館 10:15 10:30 福島里公民館 13:15 13:30

寺ノ尾上公民館 10:15 10:25 上平尾公民館 10:35 10:50 大山公民館 13:40 13:55
御厨木場公民館 10:30 10:40 中免公民館 11:00 11:15 白土公民館 14:00 14:10
田代営農センター 10:45 10:55 下免公民館 11:25 11:40 籾の浦旧消防車庫前 14:15 14:25
板橋公民館 11:00 11:10 上免公民館 13:30 13:45 喜内瀬旧消防車庫前 14:30 14:40
郭公尾公民館前倉庫 11:25 11:40 白井公民館 13:50 14:10 14:45 14:55

西山公民館 13:30 13:50 松山田公民館 14:20 14:35

白浜公民館 14:00 14:15 大平公民館 14:45 14:55

旧中央診療所前 14:25 14:50 調川公民館 15:05 15:20

庄野公民館 15:00 15:15

栢木免公民分館 15:25 15:45

場　　所 開始 終了

場　　所 開始 終了 市役所南玄関前 10:00 12:00

下高野公民館 9:20 9:35

上高野公民館 9:40 9:55

赤木公民館 10:00 10:10

横辺田公民館 10:20 10:30

田ノ平公民館 10:40 10:55

稗木場公民館 11:05 11:25

長野公民館 11:30 11:45

上志佐公民館 13:30 13:45 【問合せ先】

池成公民館 13:55 14:15 市民生活課生活環境係　内線141

志佐里公民館 14:25 14:45 福島支所地域振興課　　内線3７

愛光園前（シルバー
人材センター前）

14:55 15:20
鷹島支所地域振興課　　内線１１

・注射と併せて新規登録する場合の手数料　１頭につき6,350円(登録3,000円＋注射2,800円＋注射済票550円)

※       混雑が予想されますので、手数料は釣り銭がいらないようにお願いします。

令和６年度犬の登録および狂犬病予防注射の実施日程
５月１３日（月） ５月１６日（木） ５月２０日（月）鷹島町

狂犬病予防注射の集団接種を行います。

　狂犬病予防注射は年１回接種することが定められています。市では毎年、市内各所で市に登録している犬を対象に集団予防
注射を実施しています。今年は以下の日程で実施しますので、都合のよい会場で注射を受けてください。
※この集団接種は、本市に登録している犬を対象としています。

○予防注射の際に必要なもの

・登録済の犬　狂犬病予防注射実施の通知（送付したはがき)

　　　　　　　手数料　１頭につき3,350円(注射2,800円＋注射済票550円)

５月１５日（水）
５月１９日（日）

５月１４日（火）
５月１７日（金）

５月２１日（火）福島町

　福島支所車庫横
（シルバー人材センター
　福島作業所駐車場）

○飼犬の死亡、所有者の変更、住所の変

更等があった場合には書面による届出が

必要です。（市役所、各支所・出張所

へ）

○飼い犬には必ず鑑札、注射済票を

つけましょう！鑑札、注射済票の装

着は「狂犬病予防法」に定められた

飼い主の義務です。

〇義務違反は罰金の対象となります

ので、ご注意ください。


